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規程第３４号 

 

社会福祉法人小美玉市社会福祉協議会火災見舞金支給規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は，社会福祉法人小美玉市社会福祉協議会（以下「本会」と

いう。）が，災害を受けた住民に対し見舞金を支給することを目的とする。 

 

（災害の定義） 

第２条 この規程において災害とは，住居とする家屋が全焼又は半焼により被

害が生ずることをいう。 

 

（対象者） 

第３条 見舞金の支給を受けることができる者は，本市に住所を有し，その世

帯の実情により本会会長（以下「会長」という。）が支給決定した者とする。 

 

（見舞金の額） 

第４条 見舞金の額は，２０，０００円とする。 

 

（報告） 

第５条 役職員等は，地域においてこの規程に該当する事実を知ったときは，

速やかに必要事項を会長に報告するものとする。 

 

（支給） 

第６条 会長は前条の規定により，見舞金の支給が必要と認めた者に対し，速

やかに見舞金を支給するものとする。 

 

（適用除外） 

第７条 災害救助法が適用された場合，又はそれに準ずる大規模災害にあって

は，この規程を適用しない。 

 

（委任） 

第８条 この規程の施行に関し必要な事項は，会長が定める。 

 

附 則 

 この規程は，平成１８年９月２０日から施行し，平成１８年４月１日から適

用する。 


